
 

 

聖籠町議会委員会条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成２８年３月２３日 

聖籠町長 渡邊 廣吉 

聖籠町条例第１２号 

聖籠町議会委員会条例の一部を改正する条例 

×聖籠町議会委員会条例（昭和６２年聖籠町条例第１８号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２７条を第２８条とする。 

 第５章中第２６条を第２７条とする。 

 第４章中第２５条の２を第２６条の２とする。 

 第３章中第２５条を第２６条とし、第２０条から第２４条までを１条ずつ繰

り下げる。 

 第２章中第１９条を第２０条とし、第１２条から第１８条までを１条ずつ繰

り下げる。 

 第１章中第１１条を第１２条とし、第７条から第１０条までを１条ずつ繰り

下げる。 

 第６条第１項中「１の」を「総務文教常任委員会又は厚生産業常任委員会の

いずれかの」に改め、同条中第５項を削り、第６項を第５項とし、第７項を第

６項とし、同条を第７条とする。 

 第５条の次に次の１条を加える。 

（資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置） 

第６条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第１項の

規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたも

のとする。 

２ 資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の委員の定数は、前条第２項の規

定にかかわらず、７人とする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


